
情個審第３７号 

令和５年１月６日  

 

茨城県公安委員会 御中 

 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会 

                              委員長 古屋 等   

 

保有個人情報不開示決定に対する審査請求について（答申） 

 

令和４年１０月１９日付け茨城県公安委員会第１２７２号で諮問のありました下記事案

について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

 「特定の警察署に対する１１０番通報受信に関する書面」不開示決定（不存在）に係る

審査請求事案 

 

（個人情報諮問第１０５号） 

（個人情報答申第 ９７号） 
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第１ 審査会の結論 

実施機関が行った不開示決定（不存在）は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 保有個人情報の開示請求 

令和４年５月９日、審査請求人は、茨城県個人情報の保護に関する条例

（平成１７年茨城県条例第１号。以下「条例」という。）第１２条第１項の

規定に基づき、茨城県警察本部長（以下「実施機関」という。）に対して、

次に掲げる内容の保有個人情報の開示請求（以下「本件開示請求」という。）

を行った。 

 

つくば警察署に対する１１０番通報受信に関する書面。ただし、令和２ 

年○○月○日午後○時頃から午後○時○○分までの間のもので、請求者 

 （中略） が架電したもの。 

 

２ 実施機関の決定及び通知 

令和４年５月１８日、実施機関は、本件開示請求に係る個人情報（以下

「本件個人情報」という。）は、保有していないとして、不開示決定（以下

「本件処分」という。）を行い、同日付け茨城県警察本部（県セ）指令第３

９３号（以下「本件不開示決定通知書」という。）により、審査請求人に通

知した。 

 

３ 審査請求 

令和４年６月１２日、審査請求人は、実施機関が行った本件処分の取消し

を求めて、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づ

き、実施機関に対して審査請求を提起した。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件処分を取り消すとの裁決を求める。 

仮に、本件処分を相当とする場合には、本件個人情報は保有していないこ

との具体的な理由を示してもらいたい。 

 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の審査請求書における主張は、おおむね次のとおりである。 

（１）本件処分の妥当性について 
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審査請求人は、令和２年○○月○日に１１０番通報を行い、警察官が臨

場した。 

審査請求人は、事情があり、同日に審査請求人から１１０番通報をした

事実を確認できる書類を得たい、警察署又は警察本部において保有してい

る自己の個人情報が正確であることを確認したいと思い開示請求をしたが、

結果は不開示であった。その理由は、「上記１１０番通報の個人情報は保

有していない」というものであった。 

１１０番通報受信に関する記録は、名称はともかく、最低限、発信者、

発信者携帯番号等が記載されていると思われるところ、現に警察官が臨場

したのであるから、警察署又は警察本部において当該通報に係る個人情報

を保有している方が自然であるので、再度確認を求める。 

 

（２）不開示の理由について 

仮に、本件個人情報を保有していないということであれば、その具体的

な理由について明らかにされたい。すなわち、本件個人情報を保有してい

ない理由について、例えば、①そもそも１１０番通報受信に係る記録を一

切作成、取得していないため、本件個人情報を保有していないという整理

になるのか、②審査請求人による１１０番通報に係る行政文書を作成、取

得していないため、本件個人情報を保有していないという整理になるのか、

③審査請求人からの１１０番通報に係る行政文書は、作成、取得していた

が、既に廃棄済のため、本件個人情報を保有していないという整理になる

のか、④その他の理由で本件個人情報を保有していないということになる

のか、その具体的な理由が明らかにされないと、具体的な理由を付して不

服申立てをすることができない。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

実施機関の弁明書における主張は、おおむね次のとおりである。 

１ 本件処分の妥当性について 

１１０番通報の内容（事案名、発生場所、通報者の氏名・住所・電話番号、

事案内容等）については、１１０番通報事案情報として電磁的記録で管理し

ており、１１０番通報の内容について開示請求があった場合は、該当する１

１０番通報事案情報を「１１０番受理簿」に出力し、その写しを交付するこ

とになる。 

上記の１１０番通報事案情報（電磁的記録）は、保存期間が１年（暦年）

であり、保存期間経過後、自動的に消去される。消去後は、遡って当該情報

が作成されていたことを確認することはできない。 
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審査請求人は、１１０番通報受信に関する記録は、名称はともかく、最低

限、発信者、発信者携帯番号等が記載されていると思われるところ、現に警

察官が臨場したのであるから、警察署又は警察本部において本件個人情報を

保有している方が自然である旨主張するが、本件審査請求に係る令和２年○

○月○日の１１０番通報事案情報は保有しておらず、当該情報が作成された

か否かを確認することができなかったことから、本件個人情報は保有してい

ないとして、本件処分を行ったものである。 

仮に１１０番通報事案情報が作成されていたとしても、令和２年中の１１

０番通報事案情報は、令和３年１２月３１日で保存期間が満了し、保存期間

が経過したため、既に消去されている。 

 

２ 不開示の理由について 

審査請求人は、仮に、本件個人情報を保有していないということであれば、

その具体的な理由を明らかにし、本件個人情報が不開示であることの具体的

な理由を回答するよう求めているが、上記１のとおり、保存期間の経過によ

り、当該情報が作成されたか否かの確認ができないことから、不開示の具体

的な理由を回答することは困難である。 

 

３ 結論 

以上のことから、本件個人情報については、保有していないため不開示と

したものであり、処分庁としては、条例の規定に基づき適切に本件処分を行

ったものであるから、本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

第５ 審査会の判断 

審査会は、本件諮問事案について審査した結果、次のように判断する。 

 

１ 本件開示請求に係る個人情報について 

本件個人情報は、つくば警察署に係る１１０番通報受信に関する書面のう

ち、令和２年○○月○日午後○時頃から午後○時○○分までの間に審査請求

人が架電したことについて記録された情報であると認められる。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

審査請求人は、１１０番通報受信に関する記録には、最低限、発信者、発

信者番号等が記載されていると思われるところ、現に警察官が臨場したので

あるから、警察署又は警察本部において本件個人情報を保有している方が自

然であると主張しているのに対し、実施機関は、上記第４の１のとおり、本



 

4 

 

件個人情報を保有しておらず、仮に１１０番通報事案情報が作成されていた

としても、令和２年中のものについては保存期間が経過したため既に自動的

に消去されており、本件個人情報についても作成されたか否かを確認するこ

とができなかったことから、本件処分を行った旨主張している。 

この点について、当審査会事務局職員をして実施機関に確認させたところ、

茨城県警察通信指令システム等運用要綱（平成２８年３月１日付け通達甲通

指第４号）別表第２において、１１０番通報事案情報に係るデータの保存期

間は、暦年で１年とされていることが確認された。 

このことから、まず、令和２年○○月○日の１１０番通報事案情報につい

ては、本件開示請求があった令和４年５月９日より前の令和３年１２月３１

日に保存期間が満了していることが認められる。 

そして、上記の令和２年中の１１０番通報事案情報については保有期間が

経過し自動的に消去されている旨の実施機関の主張に、不自然又は不合理な

点は認められないほか、本件開示請求があった令和４年５月９日の時点にお

いて、保存期間の経過にかかわらず本件個人情報に係る１１０番通報事案情

報のデータ又はそれを出力した書面が存在していたと認めるべき特段の事情

も認められない。 

したがって、実施機関が、本件処分において本件個人情報を保有していな

いとしたことに、違法又は不当な点は認められない。 

 

３ 不開示の理由について 

審査請求人は、本件個人情報を保有していないことの具体的な理由につい

て明らかにするよう主張している。 

しかし、上記第４の２の本件個人情報について作成されたか否かを確認す

ることができないため不開示の具体的な理由を回答することは困難である旨

の実施機関の主張に、不自然又は不合理な点は認められないことから、実施

機関が、本件不開示決定通知書において、不開示の理由を「上記１１０番通

報の個人情報は、保有していない。」とのみ記載したことについて、必ずし

も、理由の付記として本件処分を違法又は不当とすべき不備があったとはい

えない。 

なお、当審査会事務局職員をして実施機関に確認させたところ、実施機関

においては、現在、１１０番通報事案情報に係る個人情報の開示請求につい

て、保存期間経過により開示請求に係る個人情報が作成されたか否かを確認

することができず不開示とする事案があった場合には、不開示の理由につい

て、開示請求に係る１１０番通報の個人情報は保有していない旨の記載に加

えて、仮に作成していたとしても、保存期間が経過しているため存在しない
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旨も記載することとしているとのことであるので、引き続き、同様の対応を

することが望ましい。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審査会の結論」のように判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

本件審査請求に係る審査会の処理経過は、次のとおりである。 

 

  年   月   日 内         容 

令和４年１０月２０日 諮問受理 

令和４年１１月１６日 審査（令和４年度第８回審査会第一部会） 

令和４年１２月１６日 審査（令和４年度第９回審査会第一部会） 

 


